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１．計画の趣旨・現状 

（１）計画の趣旨 ～教育職員の働きやすさと働きがいの両立による教育の質の向上を目指して～ 

本市は、「人づくり」を第一とする「米百俵」の精神を受け継ぎ、多くの市民

の知恵と力によって復興・発展を遂げてきたまちである。未来を担う子どもたち

のために、教育職員には、保護者・地域住民と目標を共有し、連携・協力して、

役割分担をしながら教育の質を高めていくことが求められている。 

 

市立学校では、教育職員の努力と保護者・地域住民の理解を得て、働き方改革

の取組を進め、業務の精選及び時間外勤務の削減に取り組んできたことから、教

育職員の過重な負担と長時間労働の実態は改善しつつある。しかし、学校教育に

対するニーズの変化や増加、課題の多様化・複雑化等により、学校が社会で果た

す役割や教育職員が担う責任や期待はますます増大している。また、学校だけで

は解決が困難な課題も増加して、他の組織や専門機関との連携協働に多くの時間

を費やす状況にもある。 

 

令和７年６月、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置

法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 68 号。以下「給特法等一部改正法」

という。）が公布され、令和８年４月１日（一部の規定については、公布の日又

は令和８年１月１日）から施行される。あわせて、給特法等一部改正法第１条に

より新設した給特法第８条第１項において、教育委員会は、文部科学大臣が給特

法第７条に基づき定める指針に即して、業務量管理・健康確保措置実施計画（以

下「計画」という。）を定めるものとしたこと等を踏まえ、「公立学校の教育職

員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員

の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」（令和２年文部

科学省告示第１号。）が全部改正され、公示されている（令和７年文部科学省告

示第 114 号。以下「指針」という。）。 

この「指針」に基づき、教育職員の勤務状況を改善し、健康な状態で、自らも

学ぶ時間を確保しながら、専門性を最大限に発揮して、活き活きと児童生徒等へ

の教育に邁進できるようにすることが求められている。 

 

そのため、学校の勤務環境や働き方、学校・家庭・地域社会の役割等を改めて

整理し、教育職員の働きやすさと働きがいの両立を目指す学校における働き方改

革を一層推進していく。そして、この取組により、教育職員が、教育に対する熱

意と使命感を更に高め、やりがいや充実感をもつことで、子ども一人ひとりの個

性が輝き、幸せな社会を創り出していける教育を推進するものである。 
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（２）本市の現状 

〇 本市では、令和２年 10月、文部科学省が策定した「公立学校の勤務時間の上

限に関するガイドライン」を受けて、長岡市教育委員会が「長岡市立学校にお

ける教職員の働き方改革のガイドライン」として、その取組の方向性、取組の

具体等を示し、教育職員の在校等時間の管理及びその時間の縮減に取り組んで

きた。 

〇 こうした取組の結果、本市における教育職員の時間外在校等時間の状況につ

いて、令和６年度は以下のとおりであった。 

【時間外在校等時間の状況】 

 年平均 
月 45時間を 

1月でも上回る割合 
月 80時間を 

１月でも上回る割合 

小学校 35h15m 62.1％ 9.2％ 

中学校 42h12m 68.2％ 37.9％ 

特別支援学校 22h19m 23.0％ 5.9％ 

〇 令和６年度の時間外在校等時間が１月でも 45 時間を上回る割合は全体では

60.9％である。時間外在校等時間の主な理由は、教材・授業準備や部活動・課

外活動などの業務の割合が高い。 

〇 月別の超過時間の平均は、以下のとおり推移していた。 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

小 44h58m 43h09m 40h13m 35h45m 10h38m 37h44m 

中 52h52m 52h43m 49h12m 45h54m 19h05m 48h29m 

特支 27h58m 30h14m 26h35m 21h36m  8h04m 24h51m 

 

 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 年間 

小 42h30m 36h33m 28h13m 30h39m 33h51m 38h44m 35h15m 

中 45h31m 45h30m 35h40m 37h19m 38h37m 35h31m 42h12m 

特支 24h31m 24h07m 18h33m 19h07m 21h44m 20h15m 22h19m 
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月別の超過時間の平均では、小学校・特別支援学校において、45時間を下回っ

ているが、中学校は主に部活動を理由として 45時間を上回る状況であった。しか

し、時間外在校等時間が、１月でも 45 時間を上回る全体の割合（60.9%）から、

月によっては 45時間を上回る勤務状況が散見される。 

以上のことから、学校と教師の「業務の３分類」を踏まえた実効性のある見直

しを図ることによって、教育職員一人ひとりの勤務状況を的確に把握しながら、

教育の質の向上のために必要な時間的余裕を創出することが必要である。 

 

こうしたことを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法第８条に基づき本計画を策定するものである。 

 

２．目標 

（１）時間外在校等時間に関して 

・１箇月時間外在校等時間が 45時間を超える教育職員の割合及び、１年間時間外

在校等時間が 360時間を超える教育職員の割合を０％にすることを目指す。 

・１年間における１箇月時間外在校等時間の平均時間を 30 時間程度にすること

を目指す。 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関して 

【カッコ内は令和６年度の数値】 

・年間の年次有給休暇の平均取得日数を 13日以上にする。 

・ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を 10％以内にすることを目指す。

【13.1％】 

・教育職員が、児童生徒や保護者との信頼関係の構築や専門性の発揮などにより、

活き活きと教育活動に取り組み、働きがいを実感できているか、ストレスチェ

ックにおける以下の項目から検証して、各項目の肯定的評価の割合が増加する

ことを目指す。 

  □仕事をしていると活力がみなぎるように感じる。【55.9％】 

  □自分の仕事に誇りを感じる。【83.2％】 

 

３．計画の期間 

 令和８年度～令和 12年度（５年間） 

 

※本期間中においても、随時、実施状況等に合わせて取組内容を見直し、本計画

を更新・改訂していくものとする。 
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４．実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

（１）文部科学省が示す「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し 

学校と教師の業務の３分類 

イ 学校以外が担うべき業務 ロ 教師以外が積極的に参画すべき業務 ハ 教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務 

① 登下校時の通学路における日常

的な見守り活動等 

② 放課後から夜間などにおける校

外の見回り、児童生徒が補導された

時の対応 

③ 学校徴収金の徴収・管理（公会計

化等） 

④ 地域学校協働活動の関係者間の

連絡調整等 

⑤ 保護者等からの過剰な苦情や不

当な要求等の学校では対応が困難

な事案への対応 

⑥ 調査・統計等への回答 

⑦ 学校の広報資料・ウエブサイトの

作成 

⑧ ICT機器・ネットワーク設備の日

常的な保守・管理 

⑨ 学校プールや体育館等の施設・設

備の管理 

⑩ 校舎の開錠・施錠 

⑪ 児童生徒の休み時間における安

全への配慮 

⑫ 校内清掃 

⑬ 部活動 

⑭ 給食の時間における対応 

⑮ 授業準備 

⑯ 学習評価や成績処理 

⑰ 学校行事の準備・運営 

⑱ 進路指導の準備 

⑲ 支援が必要な児童生徒・家庭への

対応 

（「指針」第２章第３節(2)より） 

 

本市では、上表の「学校と教師の業務の３分類」を踏まえ、イ～ハの業務におけ

る本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。 

 

 

イ 学校以外が担うべき業務 

 

◇登下校時の通学路における日常的な見守り活動等（「３分類」①関係） 

・各地域の実情を踏まえつつ、児童生徒が学校に登校する時間の見直しを推進

する。セーフティーパトロールなどを通じて、保護者・地域住民による通学

路の見守り活動を推進する。 

 

◇放課後から夜間などにおける校外の見回り、児童生徒が補導された時の対応

（「３分類」②関係） 

・放課後から夜間における見回りについては、休日・夜間における緊急時のサ

ポートコールを活用するなどして、学校における自主的な見回りは原則行わ

ないこととする。 

・子どもふれあいネットワーク会議（学校・関係機関・地域による児童生徒の

支援事業の一環）等において、補導された児童生徒の引取りについては、保

護者が第一義的な責任を負うことについて認識を共有する。 



5 

 

・学校での電話受付の目安時間の時間帯設定や留守番電話機能による対応につ

いて、保護者や地域への周知啓発を行い、可能な限り勤務時間内での対応を

推進する。 

 

◇学校徴収金の徴収・管理（公会計化等）（「３分類」③関係） 

・学校徴収金のうち給食費については、国の給食費無償化の実施に合わせ、市

の歳入歳出予算に計上し、かつ、支払い方法等の検討を進め、令和 10年度予

算を目途に公会計化の実施予定で準備を進める。 

 

◇地域学校協働活動の関係者間の連絡調整等（「３分類」④関係） 

・各学校の実情に合わせて、ＣＳディレクターなどの地域人材を活用して、学

校運営協議会の場や地域学校協働活動の活性化を円滑に進められるよう「長

岡版コミュニティ・スクール」の取組を推進する。 

 

◇保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対

応（「３分類」⑤関係） 

・長岡市「カスタマーハラスメント対応マニュアル」を踏まえて、カスタマー

ハラスメントへの対応等を行うとともに、令和９年度までに、有識者や学校

現場の声などの実態の把握に努め、市長部局とも連携して教育委員会等の行

政機関の責任において当該苦情等に対応できる仕組みや体制を整備する。 

 

 

ロ 教師以外が積極的に参画すべき業務 

 

◇調査・統計等への回答（「３分類」⑥関係） 

・校務支援システムの機能等を活用することによって、市から学校に発出され

る提出文書や調査の回答に係る事務負担を軽減する。 

・オンラインアンケートツール等を活用することで事務処理の工数を減らし、

事務負担を軽減する。 

 

◇学校プールや体育館等の施設・設備の管理（「３分類」⑨関係） 

・老朽化が進んでいる学校プールについては、老朽化の状況や学校規模等を踏

まえながら廃止を検討し、教育活動に支障とならない範囲で、学校プールの

共用化や市営・県営・民間プールの利用への移行を図り、可能なところから、

順次、廃止している。今後も、状況等に合わせて適切に進めていく。 

・学校開放等における鍵の受け渡し業務に係る負担の軽減等を図るため、学校

体育館の出入口へのスマートロックの設置を、中学校から開始した。引き続

き、未設置校への設置とともに、小学校体育館への導入を検討する。 
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◇部活動（「３分類」⑬関係） 

・令和７年９月、市認定の長岡市地域クラブ（愛称：ながおか Come100クラブ）

による活動を開始し、休日の学校部活動の地域展開を実現している。この取

組の進捗状況等を把握しながら、国のガイドラインに基づく「長岡市中学校

部活動及び地域クラブ活動基本方針」に沿った活動の充実を図る。 

・平日の部活動については、学校の実状や地域性に合わせて、今後も部活動指

導員の配置の継続を進める。 

 

 

ハ 教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務 

 

◇授業準備、学習評価や成績処理（「３分類」⑮⑯関係） 

・授業準備等を補助する教育補助員などの配置を学校の実情を把握しながら継

続する。 

・校務支援システムの機能や自動採点技術、生成 AI等を活用することによって、

授業準備、採点作業や成績処理等に係る事務負担を軽減する。 

 

◇支援が必要な児童生徒・家庭への対応（「３分類」⑲関係） 

・子ども・青少年相談センターやこども家庭センター（みらいのたねサポート

チーム）が中核となって、医療・福祉・警察等の関係機関と学校との連携を

進め、学校が組織として関係機関と連携・協働し、適切な役割分担のもと支

援を行うことのできる体制を構築する。 

・医療的ケア看護職員、発達支援アドバイザー、心理士、作業療法士などの医

療・福祉に関する専門職を生かして児童生徒・家庭へのきめ細かな支援を行

う。 

 

 

（２）学校における措置の推進 

以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適正化を図る。 

 

① 時間外在校等時間が大幅に超過する教育職員への管理職の面談と指導等 

・長岡市「SchoolTimeReco出退校打刻システム」を用いて、１日の時間外の勤務

時間が１時間を超えた場合、時間外の勤務時間に行った主な業務を選択肢（学

校行事、教材研究、部活動、PTA、試験問題作成・成績処理、生徒指導・児童生

徒保護者対応など）から選び、超過勤務の業務内容を見える化する。 

・管理職は、各月 15日と末日に所属の教育職員の勤務時間及び時間外に行った業

務内容を確認する。１箇月の時間外在校等時間が 80 時間を超えた教育職員に

対しては必ず面談を実施する。長時間の超過勤務の理由となった業務の内容、
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業務を担当する他の教育職員の状況、今後の業務の見通し等を話し合い、指導・

助言及び実効性のある解決策を講じる。その後、各校の状況に応じて業務内容

や校務分掌等を見直し、年度の途中であっても校務分掌等の適正化・平準化に

向けた改善を進める。 

 

② 年間授業時数等の適正配当の推進 

・各学校における年間授業日数及び年間授業時数、校時表等を適切に配当・設定

することにより、児童生徒の下校時刻を早め、教育職員の授業準備等の時間を

確保することで、質の高い教育を提供する。 

・標準授業時数を大幅に上回って（小４以上は年間で 1,086 単位時間以上）編成

されている場合、当初の目的やねらいが形骸化し十分な効果が見込めない活動

等の見直しを行うなど、下回るように努める。特別な教育活動のためにこれを

上回る場合は、教育委員会に相談する。 

 

③ 長岡市中学校部活動の平日の取組の工夫 

・休日の地域クラブとも連携して、管理職は、生徒が所属する部活動及び同種の

課外活動（保護者会主催の練習、社会体育の活動等）を総合的に把握し、基本

方針の徹底と適切な活動時間の遵守を指導する。 

 

④ 業務改善に向けた校内の意見収集と改善 

・各学校は、校務 DX や業務改善に関する会議や研修を開催して意見交換を行い、

教育職員から広くボトムアップ式に業務改善の意見を収集する。そこで出され

た改善案や意見、共通の課題等を、全教育職員が共有し、その解決や改善に向

けて取り組む。 

 

⑤ 各学校における働き方改革の目標設定と実践及び管理 

・各学校において、教育職員の働き方改革の取組に向けて課題を洗い出し、課題

の解決に計画的に取り組む目標設定、活動の立案・実践・評価を行う。 

・年度当初からの実施を目指して、検討を行う取組（例：長期休業日数や校時表

の見直し、小学校の一部教科担任制の導入等）や、年度途中でも変更可能な取

組（例：級外職員を含めた全職員担任制、道徳の一内容項目を学年部教員がロ

ーテーションして学年複数クラスを担当するなどの体制の構築等）を実施し、

改善に向けて取り組む。 

・教育職員が放課後の時間を計画的に使用し、業務に集中して効率的に取り組め

る環境作りを目指す。一例として、月曜日は会議開催日、水曜日は部活動休止

日、木曜日は事務作業日などと、学校全体や学年部等の単位で学期や月等の単

位で設定し、取り組む。取組の内容は、保護者や地域、業者等に周知し、可能

な範囲で電話連絡や訪問を避けてもらうよう理解と協力を求める。 
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⑥ 教育職員の自己申告シートの活用 

・教育職員が作成する自己申告シートに、働き方改革の視点を導入する。教育職

員が担当する校務分掌や自己研修のテーマ等に応じて課題や改善方法、評価の

視点を記載する際、働き方改革の視点から内容を再検討するように変更する。

年間を通して取組を進め、管理職は、観察・面談等で取組の内容を評価・助言

し、適切に働き方改革を進められるよう支援する。 

 

 

（３）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を遵守する

とともに、以下の内容に取り組む。 

・１箇月時間外在校等時間が 80 時間を超えた教育職員に医師等による面接指導

を実施する。 

・11時間を目安とする勤務間インターバルの確保に取り組む。 

・50人未満の学校も含め、ストレスチェックの実施率を 90％以上にし、実施後の

集団分析の結果等も活用して職場改善の改善を推進する。 

・心身の健康問題についての相談窓口の活用を促進する。 

・年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得できるよう、各学校に対し

て取得を促進する。 

・通年での早出遅出勤務制度等の導入について令和８年度中に検討・試行を行い、

令和９年度を目途に実施する。 

 

 

５．関連する取組、今後のフォローアップについて 

・取組の着実な実行を図るため、市内各学校の教育職員の在校等時間の状況を正

確に把握し、毎年度、市の HPで公表するとともに、教育委員会定例会及び総合

教育会議において報告することとする。 

・実態把握や取組状況に合わせて、随時取り組む内容を見直し、本実施計画を更

新・改訂して、教育職員一人ひとりの業務量管理・健康確保措置における実効

性のある取組を推進していく。 

・学校での児童生徒等の支援に当たる医療・福祉に関する人材の確保に当たり、

関係部局・関係機関とともに取り組む。 

・時間外在校等時間にかかる目標の達成状況については、本市で導入している「出

退校打刻システム」で把握し、その他の目標については、ストレスチェックの

結果から把握する。 

・教育委員会において、各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題が

見られるときは、当該学校に聞き取り・指導等を実施する。特に、時間外在校



9 

 

等時間が長時間となっている教育職員がいる学校や、業務の持ち帰りや休憩時

間の確保が課題となっている学校に対しては、当該年度中にも速やかに状況が

改善されることを目指し、当該学校に対する個別の支援・指導を実施する。 

・各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え各学校へ本計

画の周知を行うとともに、管理職向けにマネジメント等に関する研修を充実さ

せるなど、教育委員会からの支援を強化する。各学校においては、校長をはじ

めとした管理職のリーダーシップのもと、学校運営協議会における協議等も踏

まえつつ、本計画に基づき、教育職員の働き方改革に向けた取組を実施する。 

・地域ボランティアの確保などについて、市長部局、学校運営協議会等と連携し

て取り組む。 

・各学校の在校等時間の状況を、毎月の実績、具体的措置の取組状況などについ

て、教育委員会定例会の場などで報告する。 

・保護者、地域の理解を促進するため、市長部局と連携し、保護者や地域の各自

治会等に対して、本市における「業務の３分類」をはじめとする業務量管理・

健康確保措置の内容について周知を行うとともに、具体の項目について協力を

得られるよう取り組む。 

・本計画の趣旨や内容等が正しく理解され、教育職員の働きやすさや働きがいの

向上につながるよう校長会との連携及び管理職への指導、保護者、地域住民な

どの関係者間への周知・啓発等の共通理解を積極的に図り、オール長岡で本市

における教育の振興と各学校のよりよい環境づくりに取り組む。 


